
「教育の日」の取り組み

問い合わせ先　役場学校教育課　☎９６３-１７３９（直）

　県教育委員会では、１１月を「ふくおか教育月間」としています。ねらいは、子どもた
ちが変化の激しい時代の中でたくましく生き抜く力を身に付けるために、学校、家庭、
地域が一体となって、子どもたちを育んでいくこととしています。町でも、家庭、学
校および地域社会が連携した教育の充実と発展を図るため、１１月の第２土曜日を「教
育の日（ＣＳの日）」とし、小中学校においてさまざまな取り組みを行っています。

　全校放送で、地震や津波の恐ろしさや、命を守る
行動を学びました。１年生の保護者に、新宮小学校
の緊急時対応について説明をしました。

　５・６年生が熱い北小学校の魂を発揮して、伝統
として受け継がれていくようなスポーツ大会を創り
あげました。

　リレーション活動は、１年生「協働しながら行動
する力」、２年生「相手のことを思いやって情報を伝
達する力」、３年生「目標達成のためのポイントを整
理し実践する力」の育成をねらいとし実施しました。

　従来の文化祭に比べ小規模とはなりましたが、保
護者、地域のみなさまに参観していただくことがで
き、つながりが深まるとても温かい雰囲気の発表会
になりました。

◦新宮小学校
防災学習、引き渡し訓練（今回は１年生のみ）

◦新宮北小学校
拡大学校運営協議会、５・６年生スポーツ大会

●新宮中学校
道徳科・総合（リレーション活動）公開授業

◦相島小学校・分校
島の学び発表会

●東中学校区減災の日
　有事の際、幼稚園・保育園を含め、安全かつスムー
ズに、お子様を引き渡すため、保護者のみなさまが
有事を「自分事」として考えていただいていること
を再確認できました。 被害を最小限にすること（減
災）を目的に、「引き渡す」「学校に留める」「保護者・
地域のみなさまにも学校に避難いただく」などの判
断も含め、校区学校安全実践委員会で検討を進めて
います。

　それぞれの課題について、どう行動することが一
人一人を大切にすることなのか、一生懸命に考える
姿が見られました。

　保護者と学ぶ規範意識学習会では、ＳＮＳなどの
危険性などについて弁護士の話を聞き、家族で考え
るきっかけとなりました。

　地域の防災拠点として、地域を守る１人として生
徒ができることは何かを考え、各教科などの学習の
中でも関連付けて学習しています。

◦立花小学校
学習参観（道徳科・人権教育）

◦新宮東小学校
保護者と学ぶ規範意識学習会、学校運営協議会

◦新宮東中学校
防災学習、引き渡し訓練会

＊ 新宮中学校校区 ＊ ＊ 新宮東中学校区 ＊

▲北小スポーツ大会 ▲立花小引き渡し訓練 ▲分校島の学び発表会
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